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角

松

生

史

著

「
『

古

典

的

収

用
』

に

お

け

る

吋

公

共

性
』

の

法

的

構

造

il
一

八
七
四
年
プ
ロ
イ
セ
ン

土
地
収
用
法
に

お
け
る
『
所
有

権
h

と
『
公
共
の
福
祉
』

li
ハ
一
〉
(一
一
)
」
〈
東
京
大
学
『
社
会
科
学
研
究
』

四
六
巻
六
号、

四
七
巻
五
号
〉
〔
①〕

同

「

土

地

収

用

手

続

に

お

け

る

『

公

益
』

の

観

念

ーー
一

八
七

四
年
プ
ロ
イ
セ
ン
土
地
収
用
法
を
素
材
と
し
て

||い
ハ
同
誌
四
八
巻
コ一
号
〉

〔
②〕

評

一

著
者
は 、

公
共
性
論
及
び
所
有
権
論
に
関
す
る
戦
後
ド
イ
ツ
の
ド

グ
マ
l

テ
ィ

グ
の
研
究
に
よ
っ
て
注
目
さ
れ
て
い
る
行
政
法
研
究
者
で
あ

る 。

両
論
文
は 、

著
者
の
年
来
の
研
究
テ
i

マ
に
関
す
る
本
格
的
歴
史
研

究
で
あ
れソ 、
「
法
概
念
と
し
て
の
吋
公
共
性』

研
究
の
出
発
点
と
し
て
」 、

一

八
七
四
年
プ
ロ
イ
セ
ン
土
地
収
用
法
〈
以
下 、

七
四
年
法
と
略
す〉

が

「
い
か
な
る
『
所
有
権
』

鏡
を
前
提
と
し 、

そ
れ
に
対
し
て
い
か
な
る
実

体
的
・

手
続
的
『
公
益』

概
念
を
対
置
し
て
い
た
か
」

を
解
明
す
る
こ
と

を
課
題
と
す
る 。

我
が
閣
の
ド
イ
ツ
公
用
収
用
法
理
論
・

制
度
史
研
究
は

高
い
水
準
を
築
い
て
お
号 、

両
論
文
が
と
り
あ
げ
た
論
点
に
つ
い
て
も 、

棟
居
快
行
「
公
用
収
用
法
理
の
展
開
と
発
展
可
能
性
付
J

伺
」
ハ
神
戸
法

学
雑
誌一一一
二
巻
二
号
i一一

三一
巻
ニ
号〉

を
得
て
い
る
が 、

両
論
文
は 、

七

四
年
法
制
定
に
至
る
議
会
議
事
録
を
主
要
な
資
料
と
し
て
新
た
な
知
見
を

得
ょ
う
と
す
る
意
欲
的
な
労
作
で
あ
る 。

書

ニ

ま
ず 、

論
文
の
概
要
を
叙
述
の
順
需
に
従
っ
て
紹
介
し
よ
う 。

論
文
①
は 、

ま
ず 、

コ

は
じ
め
に
」

に
お
い
て 、
「
公
共
性
」

研
究

の
課
題
に
関
す
る
著
者
の
認
識
を
示
し 、

つ
一

成
立
過
謹
」

に
お
い
て 、

七
四
年
法
成
立
に
至
る
議
会
審
議
の
経
綜
と
特
徴
を
簡
潔
に
整
理
す
る 。

続
く
「一一…

適
用
対
象」

及
び
「
四

収
用
補
償
」

が 、

論
文
①
の
本
体

を
な
す
部
分
で
あ
り 、

七
四
年
法
の
所
有
権
観
念
へ
の
接
近
を
試
み
て
い

る 。
コ
ニ

適
用
対
象
」

は 、

ま
ず 、

七
四
年
法
の
適
用
対
象
の
土
地
へ
の

限
定
に
つ
き 、

起
草
者
の
意
閣
は
立
法
技
術
的
な
も
の
で
あ
り 、

学
説
に

お
い
て
も 、

理
由
づ
け
の
違
い
は
あ
れ 、

理
論
的
に
は
収
用
対
象
は
土
地

所
有
権
に
限
定
さ
れ
な
い
と
い
う
立
場
が
通
説
的
で
あ
っ
た
と
す
る 。

次

に 、

土
地
所
有
権
と
は
別
に
「
土
地
所
有
権
に
関
連
す
る
権
利
」

が
収
用

対
象
と
さ
れ
た
こ
と
を 、

土
地
所
有
権
が
地
片
に
対
す
る
唯
一
・

歪
高
の

支
配
権
で
あ
る
こ
と
の
確
認
と
理
解
す
る 。

ま
た 、

七
四
年
法
が 、

第
三

権
利
者
は
所
有
権
者
に
対
す
る
補
償
の
中
か
ら
構
償
を
受
け
る
と
い
う

「
代
位
主
義」

を
採
り
つ
つ 、

補
償
さ
る
べ

き
第
三
権
利
者
の
損
害
額
が

被
収
用
地
の
価
格
を
上
回
る
場
合
が
あ
る
こ
と
を
認
め
た
こ
と
に
つ
い
て

は 、

所
有
権
の
「
観
念
性」

を
徹
底
し 、

所
有
権
と
他
物
権
と
を
レ
ベ
ル

を
異
に
し
た
権
利
と
し
て
と
ら
え
る
も
の
と

評
す
る ω

最
後
に 、

適
用
を

除
外
さ
れ
た
「
法
律
的
所
有
権
制
限
」

及
び
「
ポ
リ
ツ
ァ

イ
的
規
制
」

広

っ
き 、
「
公
共
事
業」

概
念
が
収
用
と
こ
れ
ら
の
制
擦
と
を
区
別
す
る
役

割
を
果
た
し
た
と
し 、

さ
ら
に 、

こ
れ
ら
に
関
す
る
舗
讃
の
要
否
に
関
わ

る
実
定
法
制
及
び
諸
学
説
を
詳
細
に
分
析
し
て
い
る 。

「
回

収
用
補
讃
」

は 、

七
四
年
法
の
収
用
補
償
の
実
体
法
理
を 、

客
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観
説
と
主
観
説
と
の
対
立
を
軸
に
考
察
す
る。

ま
ず、

立
法
過
程
を
跡
付

け、

七
一

年
法
案
の
衆
議
院
委
員
会
修
正
が、

従
来
の
利
用
形
態
を
理
由

と
す
る
補
償
を
認
め
る
政
府
原
案
を、

客
観
説
的
発
想
に
立
っ
て
修
正
し、

利
用
可
能
性
の
み
を
考
慮
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
「
全
価
値」

概
念
(
七

四
年
法
八
条〉

を
盛
り
込
ん
だ
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る。

次
に
、

学
説
上

通
説
で
あ
っ
た
主
観
説
を
代
表
す
る
ト
ラ
イ
ヒ
ラ
!
の
定
式
の
、

私
法
上

の
損
害
賠
償
法
理
と
の
類
似
性
や
相
互
影
響
関
係
を
指
摘
す
る
と
と
も
に、

そ
れ
を
批
判
す
る
学
説
と
し
て、

公
共
事
業
の
特
殊
性
や
公
益
の
た
め
に

な
さ
れ
る
権
利
剥
奪
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
理
由
と
す
る
「
公
法
的
客
観

説
」

と、
「
市
場
優
先
主
義
」

に
立
つ
「
私
法
的
客
観
説
」

と
が
存
在
し

た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る。

最
後
に、

損
失
補
償
の
法
的
構
成
を
め
ぐ
る

諸
学
説
を
と
り
あ
げ、
「
最
中
限
侵
害
H
過
剰
性
禁
止
的
な
発
想
」

に
よ

っ
て
補
償
の
必
要
性
が
説
明
さ
れ、

収
用
が
所
有
権
保
障
原
則
に
対
す
る

例
外
的
な
現
象
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と、

収
用
補
償
は、

人

格
保
護
の
そ
メ
シ
ト
を
含
み
う
る
「
所
有
権
」

と
区
別
さ
れ
た
純
粋
な
量

と
し
て
の
「
財
産
」

を
保
障
す
る
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
た
こ
と
等
を
指

摘
す
る。

「
五

ま
と
め
に
か
え
て
」

は、

以
上
の
考
察
を
ふ
ま
え、

七
四
年
法

と
関
連
学
説
の
分
析
か
ら
得
ら
れ
た
所
有
権
観
念
と
川
島
武
宜
が
提
示
し

た
「
近
代
的
所
有
権
」

観
念
と
を、
「
近
代
的
所
有
権
」

の
四
つ
の
メ
ル

ク
マ
ー
ル
に
つ
い
て
対
比
す
る。

特
に
〈
近
代
的
所
有
権
H
ハ
交
換〉

価

値
支
配
〉

と
い
う
メ
ル
ク
マ
ー
ル
は、

従
来
の
研
究
に
よ
り
七
四
年
法
に

も
妥
当
す
る
と
解
さ
れ
て
き
た
が、

著
者
は、

学
説
が
収
用
の
例
外
的
性

質
を
説
い
て
い
た
こ
と
や、

七
四
年
法
が
裁
判
的
権
利
保
護
は
と
も
か
く

行
政
手
続
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
現
存
補
償
に
意
を
尽
く
し
て
い
た
こ
と

を
示
し
て、

同
法
と
の
距
離
を
指
摘
す
る。

た
だ
し、

行
政
手
続
に
つ
い

て
の
具
体
的
検
討
は
論
文
②
に
譲
ら
れ
る
こ
と
に
な
る。

論
文
②
に
お
い
て
は、
「
I

は
じ
め
に
」

が、

論
文
の
課
題
と
方
法、

七
四
年
法
に
よ
る
収
用
手
続
の
基
本
構
造
を
示
し、

続
く
三
つ
の
章
が、

事
業
認
定
の
手
続、

計
画
確
定
手
続、

補
償
手
続
に
順
次
考
察
を
加
え、

七
四
年
法
の
公
益
観
念
を
解
明
し
よ
う
と
し
て
い
るω

「
E

事
業
認
定」

は、

立
法
過
程
を、

事
業
認
定
を
勅
令
に
委
ね
る

か
分
権
(
マ
マ
〉

化
す
る
か、

収
用
対
象
事
業
を
法
律
上
概
括
的
に
規
定

す
る
か
列
挙
す
る
か、

勅
令
に
司
法
大
臣
の
副
署
な
ど
の
手
続
統
制
を
及

ぼ
す
べ
き
か
否
か
と
い
う
三
つ
の
論
点
に
つ
い
て
跡
付
け、

七
四
年
法
が

勅
令
に
よ
る
事
業
認
定
と
概
括
主
義
を
採
用
し
た
こ
と
を
「
法
治
国
の
後

退」

と
論
難
す
る
見
解
の
一

一回
性
を
次
の
よ
う
に
批
判
す
る。

貴
族
院
に

お
け
る
列
挙
主
義
の
主
張
は
広
い
意
味
の
社
会
主
義
的
政
策
へ
の
警
戒
に

よ
る
も
の
だ
っ
た
し、

衆
議
院
に
お
け
る
概
括
主
義
の
主
張
は、

公
益
が

一

般
化
抽
象
化
が
可
能
な
法
原
則
で
あ
る
こ
と
の
否
定
や、

プ
ロ
イ
七
ン

の
国
家
・

社
会
が
発
展
の
途
上
に
あ
る
と
い
う
認
識
に
も
基
づ
い
て
い
た。

ま
た、

事
業
認
定
が
勅
令
に
委
ね
ら
れ
た
こ
と
に
つ
い
て、

権
利
の
重
要

性
を
理
由
に
最
高
機
関
に
至
る
ま
で
の
審
査
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
理
由

付
け
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
無
視
で
き
ず、

収
用
手
続
全
体
の
中
で
の

事
業
認
定
の
位
置
づ
け
を
ふ
ま
え
た
議
論
が
必
要
で
あ
る。

「
E

計
画
確
定
手
続
」

は、

〈
計
画
の

仮
決
定
↓
協
議
ハ
の

成
立〉

ま
た
は
最
終
確
定
〉

と
い
う
二
段
階
構
造
を
有
す
る
七
四
年
法
の
計
画
確

定
手
続
に
つ
き、

ま
ず、

立
法
過
程
の
分
析
か
ら、

計
画
策
定
手
続
の
議
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評

務
化
は
所
有
者
の
権
利
保
護
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る。

次
に、

手
続
の
特
徴
と
し
て、

土
地
所
有
権
者
以
外
に
利
害
の
相
反
す
る
複
数
の

利
害
関
係
者
の
存
在
が
予
定
さ
れ、
「
公
益
の
多
元
主
義
的
類
型
」

と
い

う
べ
き
立
法
技
術
が
実
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
を一
訴
す
と
と
も
に、

公
益
概

念
の
挿
入
が
関
係
人
の
出
訴
の
否
定
と
結
び
つ
い
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と

を
指
摘
す
る。

最
後
に、

収
用
手
続
の
「
多
段
階
」

構
造
を
論
じ
る。

ま

ず、

事
業
認
定
と
計
画
確
定
手
続
と
の
関
係
に
つ
き、

後
者
に
お
い
て
は

事
業
の
公
益
性
を
審
査
で
き
ず、

利
害
関
係
人
の
異
議
は
「
事
業
自
体
に

対
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
」

と
解
さ
れ
て
い
た
と
す
る。

次
に
、

計
画
の
仮
決
定
と
最
終
計
画
は、

前
者
が
「
公
的
・

国
民
福
祉
的
観
点
か

ら
」

計
画
を
審
査
し、

後
者
が
「
関
係
者
の
私
的
個
別
的
利
益
利
害」

を

審
査
す
る
と
い
う
関
係
に
あ
っ
た
が、

公
益
と
私
益
と
が
単
純
に
区
分
さ

れ、

両
者
を
比
較
衡
量
す
る
と
い
う
工
夫
も
な
く、
「
私
的
個
別
的
利
害」

の
主
張
は
ほ
と
ん
ど
意
味
を
有
し
え
な
か
っ
た
と
す
る。

「
N

補
償
手
続
」

は、

七
四
年
法
に
よ
る
補
償
手
続
の
ニ
つ
の
特
徴、

す
な
わ
ち、

収
用
手
続
と
補
償
手
続
が
分
離
さ
れ
前
者
が
先
行
す
る
こ
と、

及
び、

補
償
額
に
関
す
る
第
一

義
〔
次
?
〕

的
判
断
を
行
政
庁
に
認
め、

所
有
権
者
は
そ
れ
に
対
し
て
出
訴
で
き
る
と
い
う
仕
組
み
を
と
り
あ
げ
る@

後
者
に
つ
い
て
は、

補
償
請
求
権
は
私
権
で
あ
る
か
ら
裁
判
所
が
判
断
す

べ
き
と
い
う
思
考
が
立
法
者
の
立
場
の
背
景
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

し、

ま
た、

学
説
に
お
い
て、

公
益
概
念
が、

判
断
の
法
的
性
質
を
否
定

し
て
収
用
物
件
の
確
定
過
程
か
ら
裁
判
所
の
関
与
を
排
除
す
る
役
割
を
果

た
し
て
い
た
と
す
る。

「
v

お
わ
り
に
」

は、

以
上
の
論
述
を
総
括
し、

七
四
年
法
の
公
益

書

を、

私
益
と
の
二
元
的
対
立
関
係
等
の
合
意
を
有
す
る
「『
事
業
』

単
位

の
『
公
益
』
」

観
と
特
徴
付
け、

計
画
確
定
手
続
が
そ
れ
と
は
対
照
的
な

手
続
的
・

多
元
主
義
的
公
益
観
を
生
み
出
す
可
能
性
を
有
し
て
い
た
と
す

る。
三

両
論
文
は、

七
四
年
法
の
「
公
益」

概
念
を
考
察
す
る
に
あ
た
り、

土
地
収
用
に
お
け
る
公
益
は
国
家
的
利
益
か
社
会
的
利
益
か、

財
政
的
利

益
や
美
観
的
利
益
は
公
益
か
否
か
と
い
っ
た、

公
益
の
実
体
的
概
念
規
定

を
め
ぐ
る
周
知
の
論
争
は
と
り
あ
げ
ず、

他
方、

公
益
認
定
の
手
続、

公

益
概
念
の
法
概
念
性
及
び
機
能、

他
の
法
概
念
と
公
益
概
念
と
の
関
わ
り

と
い
っ
た
論
点
に
も
分
析
を
及
ぼ
し
て
い
る。

こ
れ
は、

直
接
的
に
は、

両
論
文
が
七
四
年
法
の
運
用
史
や
同
法
以
外
の
収
用
法
制
を
考
察
対
象
と

L
て
い
な
い
こ
と
に
よ
る
が、

そ
の
意
図
と
し
て、

収
用
制
度
固
有
の
プ

ロ
プ
レ
マ
テ
ィ
ク
に
と
ど
ま
ら
な
い
よ
り
射
程
の
広
い
議
論
が
志
向
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る@

両
論
文
の
分
析
視
角
を、

著
者
は、

棟
居
論
文
が
「
プ
ロ
イ
セ
ン
収
用

法
と
そ
れ
を
と
り
ま
く
諸
学
説
の
全
体
的
構
造
分
析
に
努
め
:
:
:
て
い
る

の
に
対
し、

本
稿
は
立
法
過
程
・

学
説
の
中
に
見
ら
れ
る
相
反
す
る
契

機
・

対
立
・
ズ
レ
に
よ
り
多
く
の
関
心
を
抱
く
」

と
特
徴
づ
け
て
い
る。

評
者
な
り
に
付
け
加
え
れ
ば、

棟
居
論
文
が
七
四
年
法
を
後
期
立
憲
主
義

の
所
産
と
と
ら
え、

初
期
立
憲
主
義
と
の
対
比
に
お
い
て
そ
の
特
質
を
明

ら
か
に
せ
ん
と
す
る
の
に
対
し、

著
者
は、

七
四
年
法
及
び
そ
れ
を
め

ぐ
る
諸
学
説
に
定
位
し
つ
つ
そ
の
中
か
ら
現
代
に
通
じ
る
そ
メ
γ
ト
を

見
出
そ
う
と
す
る
よ
う
に
み
え
る
(
所
有
権
の
「
現
存
保
障」

の
強
調、

ポ
リ
ッ
ァ
イ
的
規
制
を
め
ぐ
る
学
説
分
析、

計
画
確
定
手
続
の
位
置
づ
け
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等
〉。両

論
文
の
価
値
と
し
て
は、

と
り
わ
け、
一

八
六
四
年
の
司
法
省
草
案

か
ら
七
四
年
法
可
決
に
至
る
ま
で
の
膨
大
な
議
会
資
料
を
丹
念
に
読
み
込

み、

そ
れ
ぞ
れ
の
論
点
に
つ
い
て
条
文
の
変
遷
と
議
会
で
の
審
議
を
克
明

に
跡
付
け、

従
来
の
研
究
の
欠
を
補
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
よ
う。

し
か

も、

議
会
資
料
の
み
な
ら
ず、

関
連
学
説
に
関
す
る
文
献
も
網
羅
さ
れ
て

お
り、

著
者
の
意
欲
的
な
研
究
姿
勢
が
う
か
が
わ
れ
る。

さ
ら
に、

こ
れ

ら
の
素
材
を
分
析
す
る
に
あ
た
り、

出
来
合
い
の
枠
組
み
に
安
易
に
依
拠

し
た
り、

今
日
の
地
平
か
ら
過
去
を
非
難
し
た
り
す
る
弊
と
は
無
縁
で
あ

り、

先
入
観
を
排
除
し
て
当
事
者
の
論
理
や
意
図
の
内
在
的
理
解
に
努
め

る
姿
勢
が
貫
か
れ
て
い
る
こ
と
が、

叙
述
の
信
頼
性
を
高
め
て
い
る。

四

膨
大
な
一

次
資
料
を
駆
使
す
る
両
論
文
に
内
在
的
批
判
を
加
え
る

こ
と
は、

到
底
評
者
の
能
力
の
及
ぶ
と
こ
ろ
で
は
な
く、

雑
駁
な
感
想
を

述
べ
て
責
を
塞
ぐ
こ
と
を
お
許
し
い
た
だ
き
た
い
。

第
一

に
、

七
四
年
法
が
「
い
か
な
る
『
所
有
権
』

観
を
前
提
と
し、

そ

れ
に
対
し
て
い
か
な
る
実
体
的
・

手
続
的
『
公
益
』

概
念
を
対
置
し
て
い

た
か
」

を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
課
題
と
い
か
な
る
関
連
が
あ
る
の
か
が

評
者
に
は
わ
か
り
に
く
い
記
述
が
か
な
り
あ
っ
た。

例
え
ば、

法
律
的
所

有
権
制
限
や
ポ
p
ツ
ァ
イ
的
規
制
に
対
し
て
補
償
が
否
定
さ
れ
る
論
拠
に

関
す
る
学
説
の
分
析
は
七
四
年
法
の
構
造
理
解
に
と
っ
て
い
か
な
る
意
味

が
あ
る
の
か。

収
用
補
償
の
内
容
を
め
ぐ
る
主
観
説
と
客
観
説
の
検
討
は

所
有
権
観
念
の
解
明
に
資
す
る
か。

こ
れ
ら
は
別
の
論
文
で
論
じ
ら
れ
て

も
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
か。

第
二
に、

七
四
年
法
の
所
有
権
観
念
と
し
て
論
文
①
で
解
明
さ
れ
た
諸

点
の
多
く
が、

著
者
に
と
っ
て
の
最
終
的
な
目
標
で
あ
る
公
益
概
念
の
解

明
に
は
つ
な
が
っ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
た。

論
文
①
の
一

四

五
頁
に
及
ぶ
論
述
が、

収
用
法
上
の
公
益
の
所
有
権
に
と
っ
て
の
外
在
性

と
い
う
常
識
的
な
結
論
を
導
く
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
は
や
や
物
足
り
な

い
。

著
者
は、

七
四
年
法
に
よ
る
所
有
権
保
障
は
価
値
補
償
に
尽
き
て
い

た
と
す
る
従
来
の
研
究
を
批
判
す
る
が、

棟
居
論
文
は、

初
期
立
憲
主
義

と
の
対
比
に
お
い
て
形
式
的
法
治
主
義
を
特
徴
づ
け
る
概
括
的
公
益
要
件

及
び
公
権
力
の
手
続
的
統
制
の
コ
レ
ラ
1
ト
と
し
て
「
価
値
把
握
力
と
し

て
の
抽
象
的
所
有
権」

を
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら、

著
者
も
こ
れ
に

対
置
す
る
枠
組
み
を
提
示
し
て
ほ
し
か
っ

た。
「
現
存
保
障」

に
関
連
し

て
付
言
す
れ
ば、

著
者
は
七
四
年
法
の
計
画
確
定
手
続
を
高
く
評
価
し、

所
有
権
の
現
存
保
障
に
も
意
は
尽
く
さ
れ
て
い
た
と
す
る
け
れ
ど
も、

著

者
自
身
が
明
ら
か
に
し
た、

事
業
認
定
の
法
的
統
制
の
不
在
や
計
画
確
定

手
続
に
お
け
る
利
害
関
係
人
の
異
議
の
位
置
づ
け
か
ら
す
れ
ば、

逆
の
結

論
も
成
り
立
ち
う
る
の
で
は
な
い
か。

第
三
は、

学
説
の
整
理
・

分
析
の
手
法
に
つ
い
て
で
あ
る。

両
論
文
で

は
一

九
世
紀
半
ば
か
ら
二
O
世
紀
初
頭
に
至
る
諸
学
説
が
検
討
の
対
象
と

さ
れ
て
い
る
が、

時
代
の
異
な
る
学
説
を
分
析
す
る
に
あ
た
っ
て
は、

相

互
の
重
層
的
関
係
や、

七
四
年
法
の
制
定
が
学
説
の
展
開
に
与
え
た
影
響

力
を
よ
り
重
視
す
べ
き
で
は
な
か
っ
た
か。

土
地
へ
の
収
用
対
象
の
限
定

を
め
ぐ
る
学
説
や
損
失
補
償
の
法
的
構
成
を
め
ぐ
る
学
説
の
分
析
に
接
し

て
そ
れ
を
感
じ
た。

ま
た、

細
か
な
点
に
な
る
が、

七
四
年
法
が
補
償
額

決
定
を
裁
判
所
の
判
断
に
委
ね
た
背
景
を
説
明
す
る
た
め
に、

収
用
過
程

を
私
法
的
に
構
成
し
て
裁
判
判
決
を
収
用
の
要
素
と
し
て
い
た
へ
l
ベ
ル
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リ
ン
の
見
解
を
持
ち
出
す
の
は
や
や
不
適
切
で
は
な
い
か。

ハ
広
島
大
学
法
学
部
助
教
授

野
呂

評書

充〉
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